
長岡市公告第１３４号 

 

簡易評価型プロポーザル方式による令和８年度女性起業家育成事業の実施について 

（公告） 

 簡易評価型プロポーザル方式による令和８年度女性起業家育成事業を実施するので、次

のとおり公告します。 

 

  令和８年４月２７日 

 

長 岡 市 長  磯 田  達 伸 

 

１ 実施方法 

  今回実施する簡易評価型プロポーザル方式による業務委託は、令和８年度女性起業家

育成事業業務について、参加希望者に提案書の提出を求め、その提案を別に定める評価

基準によって評価する方法により、最も適した提案者と契約するものです。 

 

２ 委託概要 

（１）委託番号  産イ委第１１号 

（２）委 託 名  令和８年度女性起業家育成事業業務委託 

（３）委託期間  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（４）委託内容  長岡市での女性起業家育成のため、市内女子学生を対象に起業を体験・

想像できるデザインアワードの開催の一連の事業の実施業務とする。 

  ア  デザインアワードの企画・広報・運営 

・市内企業の課題解決の提案や自分が起業する際のプラン発表など、市内で起業す

ることを想像・体験できるようなテーマのデザインアワードを開催する。 

・説明会の開催やアイデアを形するためのメンタリング支援など、参加者のサポー

トを行う。 

・デザインアワードの開催に先立ち、起業について知ってもらうための気軽に参加

できる先行イベントを実施する。（1 回） 

・先行イベントのゲストや支援メンター、審査員等各プロセスの講師やゲストを選

定する。 

・参加者募集や審査・表彰式に向け、広く広報活動を行う。 

・参加申込を受け、参加者の管理を行う。 

イ 受賞作品の実装・実証実験等 

・市内企業や大学と連携し、受賞したアイデアの社会実装もしくは実証実験を行う。 

・全参加者向けに、アフターフォローとして今後の起業イベントや支援制度を適宜

紹介していく。 

 ウ 広報 

・広く一般市民に効果的な広報媒体を用いて周知を図る。なお、市の広報媒体（市



政だより、市公式ホームページ、市公式ＳＮＳ）は市で広報する。 

 

３ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、次の全ての要件に該当する者であることを

要します。 

（１）令和元年度以降に、本業務の内容と同種の業務または類似の業務を実施した実績を

有すること。 

（２）長岡市内で業務に携われる実施体制を構築できること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（４）その構成員に次のア又はイのいずれかに該当する者がいないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者 

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者 

（５）民事再生法、会社更生法、破産法に基づき、手続開始の申立てがなされていない者

であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２項に規定する暴力団及び構成員、その利益となる活動を行う者でないこと。 

（７）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

（８）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

   

４ 参加表明書の提出      

  当該プロポーザルに参加を希望する者は、令和８年５月１１日（月曜日）午後 5 時ま

でに「簡易評価型プロポーザル参加表明書」（様式１－１又は１－２）を長岡市商工部

産業イノベーション課に提出してください。また、本市の入札参加資格名簿に登録され

ていない者は、「誓約書」（様式２）も併せて提出してください。 

 

５ 質問書の受付及び回答   

  ４により参加表明書を提出した者は、令和８年５月１８日（月曜日）午後５時までに、

当該プロポーザルについて、「簡易評価型プロポーザルに関する質問書」（様式３）によ

り質問することができます。    

質問に対しては、令和８年５月２５日（月曜日）までに、参加表明書を提出した者全

員に回答します。 

 

６ 提案書の提出について   

  提案書は、別に定める「令和８年度女性起業家育成事業業務委託簡易評価型プロポー

ザル参加説明書」を熟読の上作成し、次のとおり提出してください。 

（１）提出期限  令和８年６月１日（月曜日）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法  ７部を郵送（配達確認ができるものに限る） 

（３）提出先   〒９４０－００６２  



長岡市大手通２丁目６番地 

フェニックス大手イースト 長岡市役所大手通庁舎６階 

長岡市商工部産業イノベーション課 

７ 選考方法 

本市職員で組織する選考委員会において、別に定める「簡易評価型プロポーザル提案 

書評価要領」に基づき、本プロポーザル参加者の中から、提案書、プレゼンテーション

及びヒアリングの内容により、総合的に選考し、最優秀者を決定します。 

 

８ 選考結果の通知 

（１）選考結果は、参加者全員に通知します。 

（２）選考されなかった者は、通知を受けた日から起算して７日以内にその理由の説 

明を書面で求めることができます。 

 

９ 留意事項 

（１）詳細は「簡易評価型プロポーザル参加説明書」によります。 

（２）本プロポーザルで使用する様式の電子データは、長岡市ウェブサイトに掲載し 

ているので、適宜ダウンロードしてください。 

【簡易評価型プロポーザル方式】令和８年度公告一覧 

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate09/propo/r08propo.html 

 

10 担当部署 

〒９４０－００６２ 

長岡市大手通２丁目６番地 フェニックス大手イースト 長岡市役所大手通庁舎６階 

長岡市商工部産業イノベーション課 

電 話 ０２５８－３９－２４０２ 

ＦＡＸ ０２５８－３６－７３８５ 

E-mail sangyou-seisaku@city.nagaoka.lg.jp 


